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☆ 給 付 金 の 詐 欺 に 注 意 ！

絶対に教えない！絶対に渡さない！
◎ 暗証番号 ◎ 通帳

◎ 口座番号 ◎ キャッシュカード

◎ マイナンバー

市区町村や総務省などが以下のようなことを行うことは

絶対にありません。

✖ 現金自動預払機（ＡＴＭ）の操作をお願いすること

✖ 受給にあたり、手数料の振込みを求めること

✖ メールを送り、ＵＲＬをクリックして申請手続きを

求めること

「怪しいな？」と思ったら、すぐにご相談ください。

☆特 殊 詐 欺 に 注 意！ ☆自転車の交通事故防止！
・携帯電話の番号が変わったんだ ✖ 携帯電話で通話しながらの自転車を

・会社をクビになるかも知れない 運転する行為

・すぐにお金が必要なんだ ✖ 携帯電話等の画像を注視しながら自

・お金を同僚が取りに行くから 転車を運転する行為

・名義を貸してくれませんか ✖ 大音量でイヤホン等を使用して自転

・医療費の戻りがあるから、ＡＴＭに 車を運転する行為

行ってください これらの行為は、栃木県道路交通法施

等の不審な電話があった際は、特殊詐 行細則により禁止されています。

欺を疑い、自分で判断せず、慌てずに警 交通ルールを守り、自転車の安全運転

察に通報してください。 を心がけ、交通事故防止に努めましょう。
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